
（２４）道路特定財源の見直し

１．道路特定財源の見直しについて

道路特定財源の見直しについては、平成19年12月７日に政府・与党合意が

とりまとめられたところであり、関連する法案を平成20年の通常国会に提出

し、その成立を図ります。

（平成19年12月７日政府・与党）道路特定財源の見直しについて

昨年末の「道路特定財源の見直しに関する具体策」に基づき、以下の措置

を講じることとし、関連法案を次期通常国会に提出する。

１．真に必要な道路整備の計画的な推進

１）中期計画の策定及び推進

①国際競争力の強化、地域の活性化、安全・安心の確保、環境の保全

と豊かな生活環境の創造といった政策課題に対応するため、今後１０

年間を見据えた道路の中期計画を策定し、真に必要な道路整備は計

画的に進める。

②計画の推進に当たっては、厳格な事業評価や徹底したコスト縮減に

より重点化、効率化を図るとともに、道路に関連する施策の実施や

高速道路料金の引下げ等を効果的に活用する。

③中期計画の事業量は、５９兆円を上回らないものとする。

④中期計画は、今後の社会経済情勢の変化や財政事情等を勘案しつ

つ、５年後を目処として、必要に応じ、所要の見直しを行う。

２）地域の道路整備の促進

地域間格差への対応や生活者重視の視点から、地方の自主性にも配

慮しつつ、地域のニーズを踏まえた、真に必要な道路整備を促進す

る。特に、

①地方道路整備臨時交付金の制度改善（対象の拡大及び財政状況に

応じた交付率の引き上げ）

②道路整備に関する地方の財政負担の軽減を図るための臨時措置

（５年間、総額５０００億円規模）として、無利子貸付制度の創

設（償還時に国債整理基金特別会計に繰り入れ）

を行う。



２．既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化

地域の活性化、物流の効率化、都市部の深刻な渋滞の解消、地球温暖化

対策等の政策課題に対応する観点から、高速道路料金の引下げ、スマー

トＩＣ（インターチェンジ）の増設など既存高速道路ネットワークの有効

活用・機能強化策を推進する。

このため、地方公共団体との連携を図るとともに、道路関係四公団民営

化の趣旨を踏まえ、高速道路会社においてコスト縮減など更なる経営合理

化に取り組むことによる追加的な措置の実施と併せて、国の道路特定財源

を活用して２．５兆円の範囲内で債務を国が承継する。

３．道路特定財源制度の見直し

揮発油税の税収等の全額を、毎年度の予算において道路整備に充てるこ

とを義務付けている道路整備費の財源等の特例に関する法律第３条の規定

を改める。

また、毎年度の予算において、道路歳出を上回る税収については、環境

対策等の政策課題への対応も考慮して、納税者の理解の得られる歳出の範

囲内で、一般財源として活用する。

なお、厳しい財政事情を勘案し、平成２０年度予算において、納税者の

理解の得られる歳出の範囲内で、平成１９年度を上回る額を一般財源とし

て活用する。

４．税率水準の維持

国及び地方の道路特定財源については、上記措置を着実に進める必要性

及び、厳しい財政事情や環境面への影響にも配慮し、２０年度以降１０

年間、暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持する。

なお、１．１）④の見直しを踏まえ、道路整備の状況等を勘案し、必要

に応じ、所要の検討を加えることとする。

また、自動車関係諸税については、税制の簡素化が必要との指摘もあ

り、今後の抜本的な税制改革にあわせ、道路の整備状況、環境に与える影

響、厳しい財政状況等も踏まえつつ、暫定税率を含め、そのあり方を総合

的に検討する。



２．中期計画の策定及び推進について
平成19年12月７日に政府・与党で合意した「道路特定財源の見直しについ

て」では、今後10年間を見据えた計画を策定することや、その事業量は、59

兆円を上回らないものとすること、５年後を目処に必要に応じて所要の見直

しを行うこと等の中期計画の骨格が示されました。

この政府・与党合意を踏まえ、今後、道路の中期計画を策定し、厳格な事

業評価や徹底したコスト縮減により重点化、効率化を図り、真に必要な道路

整備を計画的に進めます。

(参考)「道路の中期計画（素案 」について）

政府・与党合意に先だち、平成19年４月以降、２回にわたり問いかけ

、 「 （ ）」を行い その意見等を踏まえて平成19年11月に 道路の中期計画 素案

をとりまとめました。

①計画において取り組む主な政策課題と講じる施策の例

基幹ネットワークの整備
・高規格幹線道路や地域高規格道路の効率的な整備
・拠点的な空港・港湾からＩＣへのアクセス改善
・国際標準コンテナ車の通行支障区間の解消 等

生活幹線道路ネットワークの形成

慢性的な渋滞への対策

○開かずの踏切等を除却する対策

○交通事故対策

○橋梁等の修繕・更新

地球温暖化対策

○バリアフリー化

○大気質対策

○耐震対策

・地域高規格道路の整備
・現道拡幅による隘路の解消 等

・環状道路・ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備、公共交通利用の支援 等

・開かずの踏切対策、連続立体交差事業 等

・斜面対策、雪崩対策、事前通行規制の緩和 等

・道路の事故対策、自転車走行環境の整備 等

・予防保全の実施 等

・幅広歩道整備、歩道段差解消、駅前広場整備 等

・橋脚の補強、落橋防止装置の設置 等

・地域性を踏まえた維持管理 等

・電線共同溝等の整備 等

・交差点改良、植樹帯の設置 等

・歩道等の整備、カラー舗装や防護柵の設置 等

・踏切内の歩道拡幅、立体横断歩道橋の設置 等

・面的な市街地整備 等

・遮音壁、低騒音舗装 等

・環状道路整備、自転車道の整備、道路緑化 等

○渋滞対策

（１）国際競争力の確保

（２）地域の自立と活力の強化

（４）環境の保全と豊かな生活環境の創造

（３）安全・安心の確保

（５）国際競争力の確保、地域の自立と活力の強化、環境の保全等に
資する既存高速道路の有効活用

○防災・防雪対策

○安心な市街地形成

防災・減災対策

○通学路の歩道整備

○踏切の安全対策

○維持管理

○騒音対策

○無電柱化

○既存高速ネットワークの効率的活用・機能強化

生活環境の向上

交通安全の向上

道路環境対策

安全・安心で計画的な道路管理

基幹ネットワークの整備
・高規格幹線道路や地域高規格道路の効率的な整備
・拠点的な空港・港湾からＩＣへのアクセス改善
・国際標準コンテナ車の通行支障区間の解消 等

生活幹線道路ネットワークの形成

慢性的な渋滞への対策

○開かずの踏切等を除却する対策

○交通事故対策

○橋梁等の修繕・更新

地球温暖化対策

○バリアフリー化

○大気質対策

○耐震対策

・地域高規格道路の整備
・現道拡幅による隘路の解消 等

・環状道路・ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備、公共交通利用の支援 等

・開かずの踏切対策、連続立体交差事業 等

・斜面対策、雪崩対策、事前通行規制の緩和 等

・道路の事故対策、自転車走行環境の整備 等

・予防保全の実施 等

・幅広歩道整備、歩道段差解消、駅前広場整備 等

・橋脚の補強、落橋防止装置の設置 等

・地域性を踏まえた維持管理 等

・電線共同溝等の整備 等

・交差点改良、植樹帯の設置 等

・歩道等の整備、カラー舗装や防護柵の設置 等

・踏切内の歩道拡幅、立体横断歩道橋の設置 等

・面的な市街地整備 等

・遮音壁、低騒音舗装 等

・環状道路整備、自転車道の整備、道路緑化 等

○渋滞対策

（１）国際競争力の確保

（２）地域の自立と活力の強化

（４）環境の保全と豊かな生活環境の創造

（３）安全・安心の確保

（５）国際競争力の確保、地域の自立と活力の強化、環境の保全等に
資する既存高速道路の有効活用

○防災・防雪対策

○安心な市街地形成

防災・減災対策

○通学路の歩道整備

○踏切の安全対策

○維持管理

○騒音対策

○無電柱化

○既存高速ネットワークの効率的活用・機能強化

生活環境の向上

交通安全の向上

道路環境対策

安全・安心で計画的な道路管理



②選択と集中による効果的な事業実施に向けた取り組み

選択と集中による効果的な事業を実施するため、重点化する過程を明

確にした重点方針を、政策課題毎に示しています。

＜全体＞ 通学路の歩道整備の例

施策の対象全体 全国の道路（約120万km）

＜要対策＞

施策の対象全体のうち、 全国の通学路（約19万km）
対策を講じることについて 小学校が定める児童が通学する
検討が必要な箇所 ために利用する道路

＜重点化＞

多くの児童が利用するなど、事故の
対策を講じることについて 危険性が高い通学路（約11万km）
検討が必要な箇所のうち、 歩道等のない箇所（約44,000km）
重点化した箇所 に対して、簡易な方法を含め

集中的に交通安全対策を実施

【重点方針】

３．地域の道路整備の促進
(1)地方道路整備臨時交付金の制度改善

地方道路整備臨時交付金について、平成20年度以降10年間継続した上

で、交付対象に都府県等が実施する一般国道を追加するとともに、財政

力の弱い地域での道路整備の着実な推進を図るため、地方公共団体の財

政力に応じて国費割合を引き上げます。

・ 国費割合：現行55％→最大70％

(2)地方道路整備臨時貸付制度の創設

地方公共団体の現下の厳しい財政状況の中で、中期計画に沿って計画

的に道路整備を進めるため、平成20年度以降５年間、地方公共団体が、

直轄事業、補助事業及び地方道路交付金事業に伴い負担する額の一部に

対して、無利子の貸付を行います。

・ 貸付期間20年以内（５年以内の据置期間含む）
・ 総額5,000億円規模

４．既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化
地域の活性化 物流の効率化 都市部の深刻な渋滞の解消 地球温暖化対策、 、 、

等の政策課題に対応する観点から 高速道路料金の引下げ スマートインター、 、

チェンジの増設など既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化策を推

進することとし このため 国の道路特定財源を活用して2.5兆円の範囲内で、 、

債務を国が承継することとします。



５．道路特定財源諸税の税率水準の維持
、「 」国及び地方の道路特定財源については 道路特定財源の見直しについて

平成19年12月７日 政府・与党 に沿って 真に必要な道路整備の計画的な（ ） 、

推進や既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化等の措置を着実に進

める必要性及び、厳しい財政事情や環境面への影響にも配慮し、20年度以降

10年間、暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持します。

なお、道路の中期計画の見直しを踏まえ、道路整備の状況等を勘案し、必

要に応じ、所要の検討を加えることとします。

また、自動車関係諸税については、税制の簡素化が必要との指摘もあり、

今後の抜本的な税制改革にあわせ、道路の整備状況、環境に与える影響、厳

しい財政状況等も踏まえつつ、暫定税率を含め、そのあり方を総合的に検討

します。

道路特定財源諸税一覧

＜注＞１． は暫定税率（[ ]内は本則税率）

２．暫定税率の適用期限は、平成20年3月31日（自動車重量税のみ平成20年4月30日）

３．石油ガス税については、暫定税率は設定されていない

４．税収は平成20年度当初予算(案)による（決算調整額を除く）

５．暫定税率上乗せ分は試算値

６．四捨五入の関係で各計数の合計が一致しないことがある

うち暫定税率
上乗せ分

揮発油税  48.6円 [24.3円]/㍑ 13,843 億円

石油ガス税 17.5円/kg －

自動車重量税
［例:自家用乗用］
 6,300円 [2,500円]/0.5t年

3,097 億円

16,940 億円

地方道路譲与税  5.2円 [4.4円]/㍑ 461 億円

石油ガス譲与税 石油ガス税を参照 －

自動車重量譲与税 自動車重量税を参照 2,013 億円

軽油引取税  32.1円 [15.0円]/㍑ 5,281 億円

自動車取得税 自家用は取得価額の 5% [3%] 1,309 億円

9,064 億円

26,004 億円

国

計

27,685 億円

　　140 億円

5,541 億円

33,366 億円

地
　
　
　
方

合　　　　　計 54,043 億円

2,998 億円

140 億円

3,601 億円

4,024 億円

20,677 億円

税収(平成20年度)

税目

9,914 億円

計

税率


